
第 27回 岩手県景観形成審議会 

 
 

令和４年 10月 21日（金）13:30～15:00  

盛岡市勤労福祉会館 ４階 401・402会議室 

 

次 第 

 
１ 開 会 
 
 
２ 挨 拶 
 
 
３ 議 事 

(１) 会長の選出について          資料１ 

(２) 審査部会委員の選任について         資料２ 

(３) 諮問事項 

議案第１号 屋外広告物条例施行規則の一部改正（案）について 資料３ 

 (４) その他 

  

 
４ 閉会 

 



（任期　Ｒ3.10.2～Ｒ5.10.1） Ｒ4.10.21現在
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盛　合　敏　子
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岩手県景観形成審議会の概要  

 
１ 根拠 

岩手の景観の保全と創造に関する条例 第 25 条 

 

２ 審議事項  

(1) 景観形成及び屋外広告物行政に関する知事からの諮問に答申すること  

(2) 岩手の景観形成に関する重要事項について知事に意見を述べること  

(3) 屋外広告物に関する重要事項について知事に意見を述べること 

 

岩手の景観の保全と創造に関する条例（抜粋） 

 

第４章 岩手県景観形成審議会 

（設置） 

第 25 条 県土の良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議させるため、知事の諮

問機関として岩手県景観形成審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、前項に定めるもののほか、屋外広告物条例（昭和 46 年岩手県条例第 44

号）によりその権限に属させられた事項を調査審議する。 

３ 審議会は、県土の良好な景観の形成並びに屋外広告物条例第２条第２項に規定する

広告物及び広告物を掲出する物件に関する重要事項について、必要があると認めると

きは、知事に意見を述べることができる。 

 
（組織） 

第 26 条 審議会は、委員 16 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。 

(１) 市町村長  

(２) 屋外広告物条例第２条第２項に規定する屋外広告業を営む者 

(３) 学識経験のある者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

 

（会長） 

第 27 条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。 

資料１ 
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２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、

その職務を代理する。 

 
（会議） 

第 28 条 審議会は、知事が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

 
（部会） 

第 29 条 審議会に、部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。 

３ 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができ

る。 

４ 前２条の規定は、部会について準用する。 

 

（庶務） 

第 30 条 審議会の庶務は、県土整備部において処理する。 

 
（会長への委任） 

第 31 条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 

 
屋外広告物条例（抜粋） 

（審議会への諮問） 

第 16 条の２ 知事は、次に掲げる場合においては、あらかじめ岩手県景観形成審議会の

意見を聴かなければならない。 

(１) 第５条から第７条までの規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止しよ

うとするとき。            

(２) 第５条第３項及び第６条第１項の規定による許可の基準を定め、又はこれらを変更

しようとするとき。 

(３) 第５条第４項第２号、第 6 条第３項第２号並びに第 7 条第１項第３号、第５号、第７
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号、及び第８号並びに第２項第１号、第５号及び第６号に規定する基準を定め、又はこ

れらを変更しようとするとき。 

 

（審議会への諮問） 

第 16 条の７ 知事は、第 16 条の３第１項の規定に基づく指定をし、若しくはその指定の解

除若しくは変更をしようとするときは、あらかじめ岩手県景観形成審議会の意見を聴かなけ

ればならない。 
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   岩手の景観の保全と創造に関する条例第 29 条第 1 項の規定に基づく部会

の設置について 

 

１ 趣旨 

  景観法は一定規模の建築物等の建築等を行う場合に届出の義務を課してお

り、この届出について、景観計画に定められた行為の制限に適合しない場合

は、知事は設計変更その他の必要な措置を勧告することが出来る。 

  しかし、この勧告は、届出があった日から 30 日以内にしなければならない。

（景観法第 16 条第 4 項） 

  このような、より機動的かつ専門的な調査等が必要な事項に対応するため、

審議会委員の中からさらに人数を絞った部会による議決を審議会の議決とす

ることができるよう審査部会を設置するもの。 

 

２ 審査部会の運営について 

  岩手県景観形成審議会部会運営規程を制定し、審査部会の審議事項、議決

事項、庶務等、運営に必要な事項について、定めることとした。（別紙１） 

 

３ 審査部会の構成 

  より機動的かつ専門的な調査等が必要な事項に対応するという趣旨から、5

名以内の委員で構成することとしたい。 

（選任の考え方） 

構成は、専門的知識を有する者（学識経験者。自然景観、都市工学、福祉、

デザイン、芸術、歴史文化、地域計画など）を中心に概ね５人程度とする予定 

 

資料２ 
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岩手県景観形成審議会部会運営規程 

                           （平成 23 年 3 月 16 日制定） 

（趣旨） 

第１条 この規程は、岩手の景観の保全と創造に関する条例（平成５年岩手県条例第35

号、以下「条例」という。）第29条の規定により、岩手県景観形成審議会（以下「審議

会」という。）の部会の運営に関し必要な事項を定めるものとする｡ 

（部会） 

第２条 条例第29条第１項の規定により、審議会に審査部会を置く。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が必要と認めたときは、審議会に諮って部会を設置

することができる。 

３ 審査部会の審議事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 景観法（平成16年法律第110号。以下「法」という。）第16条第3項の規定に基づ

く知事の勧告に関する事項 

(２) 法第17条第１項又は法第17条第５項の規定の規定に基づく知事の措置命令に関

する事項 

（審議会への報告） 

第３条 前条第３項の事項は、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

２ 前項の規定による議決をしたときは、部会長は、その旨を直近に開催される審議会

に報告するものとする｡ 

（部会の庶務） 

第４条 部会の庶務は、都市計画課において処理する｡  

２ 第２条２項の規定に基づき設置された部会の庶務については、そのつど定めるもの

とする｡ 
   附 則 
 この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

2 

（別紙 1） 
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 （参考） 

   審査部会の審議及び議決事項 

条項 内     容 

第２条第３項第１号 
景観計画区域内の届出に係る行為に関し設計の変更その他

の必要な措置をとることを勧告すること(条例第８条) 

第２条第３項第２号 

１ 景観計画に定められた建築物又は工作物の形態意匠の制

限に適合しないものをしようとする者又はした者に対して、

設計の変更その他必要な措置を命ずること（条例第11条） 

２ 景観計画に定められた建築物又は工作物の形態意匠の制

限に適合させるため必要な限度において、原状回復または、

代わるべき必要な措置を命ずること（条例第11条） 

 



 
 

議案第１号  

 

 

 

 

屋外広告物条例施行規則の一部改正（案）について 

 

 標記について、岩手県知事から別添のとおり当会に付議されたので、審議を求める。 
 

令和４年 10月 21日 

 

 

 

岩手県景観形成審議会会長 
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資料３
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屋外広告物条例施行規則の一部改正（案）について 

 
１ 屋外広告物制度の概要 

屋外広告物法は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止す

るために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置及びこれらの維持並びに屋外

広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的としています。 
屋外広告物条例では、屋外広告物法の規定に基づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出

する物件の設置並びにこれらの維持、屋外広告業に関し必要な事項を定めています。 
屋外広告物条例施行規則では、屋外広告物条例の実施に関し必要な事項を定めています。 
岩手県では、これら法令に基づき、屋外広告物に対する規制や、屋外広告業の適正化のため指導

等を行っています。 
 
２ 改正の背景及び趣旨 

近年のまちづくりにおいては、より安全な場所に、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等の

さまざまな都市機能を誘導することにより、持続可能なまちづくりを実現していくことが目標と

されています。 
居住機能や都市機能の誘導においては、高度利用地区における市街地再開発事業の活用や用途

地域における容積率の緩和措置が用いられることで、より一層の建築物の高層化が進められる状

況になりつつあります。 
一方、現行の屋外広告物規制では、建築物を利用して掲出される屋外広告物において、設置高の

上限が設けられているため、今後、高層化する建築物の一部については、利用上の支障が生じる状

況となっています。 
このことから、これまで同様、良好な景観の保全に十分に配慮しつつも、近年のまちづくりとの

調和がとれた規制となるよう、屋外広告物条例施行規則の一部改正をしようとするものです。 
 
３ 改正内容 

第３種市街地景観地区（特別地域を含む）において、建築物利用広告物（広告板）の地上からの高

さ制限を緩和（撤廃）するものです。 

 

４ 施行日 

 令和５年１月１日（予定） 
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屋外広告物条例施行規則改正案 

 改正前 改正後 

別表第２（第５条の４関係） 

第１種特別地域許可基準 

１ ［略］ 

２ 建築物利用広告物 

別表第２（第５条の４関係） 

第１種特別地域許可基準 

１ ［略］ 

２ 建築物利用広告物 

 地 区 基 準   地 区 基 準  

［略］ ［略］ 

第３種特別市

街地景観地区 

 

 

(１)・(２) ［略］ 

(３) 最上端の高さが地上から

51メートル以下であること。 

 

 

(４)～(７) ［略］ 

第３種特別市

街地景観地区 

(１)・(２) ［略］ 

(３) 最上端の高さが地上から

51メートル以下であること。た

だし、広告板であるものについ

ては、この限りでない。 

(４)～(７) ［略］ 

３ ［略］ ３ ［略］ 

別表第３（第５条の４関係） 別表第３（第５条の４関係） 

第２種特別地域許可基準 

１ ［略］ 

２ 建築物利用広告物 

第２種特別地域許可基準 

１ ［略］ 

２ 建築物利用広告物 

 地 区 基 準   地 区 基 準  

［略］ ［略］ 

第３種特別市

街地景観地区 

 

(１)・(２) ［略］ 

(３) 最上端の高さが地上から

51メートル以下であること。 

 

 

(４)～(６) ［略］ 

第３種特別市

街地景観地区 

 

(１)・(２) ［略］ 

(３) 最上端の高さが地上から

51メートル以下であること。た

だし、広告板であるものについ

ては、この限りでない。 

(４)～(６) ［略］ 

３ ［略］ ３ ［略］ 

別表第８（第５条の４関係） 別表第８（第５条の４関係） 

第３種市街地景観地区許可基準 

１ ［略］ 

第３種市街地景観地区許可基準 

１ ［略］ 

２ 建築物利用広告物 ２ 建築物利用広告物 

 (１)・(２) ［略］ 

(３) 最上端の高さが地上から51メートル以下で

あること。 

  (１)・(２) ［略］ 

(３) 最上端の高さが地上から51メートル以下で

あること。ただし、広告板であるものについて

は、この限りでない。 

(４)～(６) ［略］ 

 

 

(４)～(６) ［略］ 

３ ［略］ ３ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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